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(57)【要約】
【課題】キャップ端子の外径寸法のばらつきを低減し、
電気的接触を確保しながら装着の際の破損を防止できる
雑音防止抵抗器を提供する。
【解決手段】雑音防止抵抗器１０において、円柱状の抵
抗体２の両端部に、両端を開口部４ａ，４ｂとした円筒
型の形状を有するキャップ端子３ａ，３ｂを装着した構
成とする。キャップ端子３ａ，３ｂを円筒型としたこと
で、キャップ端子の軸方向の長さ寸法も長く確保でき、
その側面部と外部接続端子等とにおいて安定した導通を
確保できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
柱状の抵抗体の両端に一対のキャップ端子を装着してなる雑音防止抵抗器であって、
　前記一対のキャップ端子の少なくとも一方のキャップ端子は、両端に開口部を持つ筒型
の形状を有することを特徴とする雑音防止抵抗器。
【請求項２】
前記一対のキャップ端子の一方を前記筒型のキャップ端子とし、他方を底面部と側面部と
開口部とを持つ有底筒状の形状を有するキャップ端子としたことを特徴とする請求項１に
記載の雑音防止抵抗器。
【請求項３】
前記筒型のキャップ端子は、側面の一部を周方向外側に突出させた拡張部と、該拡張部と
連続した平坦部とを有することを特徴とする請求項１または２に記載の雑音防止抵抗器。
【請求項４】
前記筒型のキャップ端子は、側面の軸方向ほぼ中心部から前記開口部に向かうにしたがっ
て当該キャップ端子の径が大きくなる拡張部を有することを特徴とする請求項１または２
に記載の雑音防止抵抗器。
【請求項５】
前記抵抗体の端部が前記キャップ端子の軸方向の長さ寸法のほぼ３分の１～３分の２の範
囲に挿入されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の雑音防止抵抗
器。
【請求項６】
前記抵抗体は、繊維状の絶縁物を束ねて成形した芯材の外周に抵抗線を巻回して形成され
た巻線抵抗体であることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の雑音防止抵
抗器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、エンジン等の内燃機関の点火プラグに実装される雑音防止抵抗器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガソリンエンジン車両等のエンジン点火装置は、点火プラグ（スパークプラグ）に高圧
電流を流して放電させ、シリンダー内のガソリンと空気の圧縮混合気体に火花を飛ばして
着火している。この放電には１０ｋＶ以上の電圧が必要となるため、ガソリンエンジン車
両はバッテリー電圧を昇圧するイグニッションコイルを備えている。
【０００３】
　イグニッションコイルは、絶縁ケース内に収納された１次コイル、２次コイル、これら
のコイルが巻きつけられたコア（鉄心）、点火制御を行うＩＣチップ等からなるコイル本
体部、スパークプラグに接続されたスプリング（スパークプラグ側の接続端子）、そのス
プリングを収納する筒状の絶縁ケース等で構成されている。
【０００４】
　このようなエンジン点火装置は、エンジン点火時に発生する高周波雑音（ノイズ）を抑
制するため、例えばコイル本体部とスプリングとの間のタワー部内に雑音防止抵抗器が配
置され、雑音防止抵抗器を介してコイル本体部とスパークプラグとが電気的に接続されて
いる。
【０００５】
　例えば、特許文献１に開示された内燃機関用点火装置では、高圧タワー内に収納された
雑音防止抵抗体の一端が高圧接続端子と電気的に接続され、他端は、点火プラグとの電気
的な接続を得るために高圧接続端子側に付勢したスプリングに接続されている。
【０００６】
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　特許文献１の内燃機関用点火装置では、プラグブーツがエンジンのプラグホール内に挿
入され、プラグブーツの先端部に点火プラグが挿入されている。これにより、縮小された
スプリングによる弾性力で雑音防止抵抗体が高圧接続端子と面接触し、高圧接続端子と点
火プラグとがスプリングを介して電気的に接続される。
【０００７】
　特許文献２に記載された自動車用内燃機関の点火装置は、高電圧タワーの円筒型のフラ
ンジ内に、抵抗器を保持する保持クリップが収容され、その抵抗器の一方端がコイル本体
と連結された保持クリップに接続され、他方端が点火プラグ側においてコイルスプリング
の一端に接続された状態で搭載されている。
【０００８】
　特許文献２は、保持クリップの長手方向の軸に抵抗器を整列させた状態のまま、第１の
導通端子（キャップ端子）がテーパ部を乗り越えて、その向こう側に到達するまで抵抗器
を基部へ向けて押し込むことにより、保持クリップに連結する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６―３２４５１５号公報
【特許文献２】特開２０１３―２３４６５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述した特許文献１，２における抵抗器の搭載方法は、高圧接続端子あるいは保持クリ
ップ、およびスプリングと、雑音防止抵抗器の電極（キャップ端子）の底面部とを接触さ
せて導通を確保している。しかしながら、雑音防止抵抗器のキャップ端子は、成形時の寸
法バラつきや、抵抗素子への装着時の加工により、僅かに歪みが生じることがある。その
場合、高圧出力端子やスプリングとの接触が不安定になる可能性があり、それにより導通
不良を引き起こすおそれがあった。
【００１１】
　さらに、イグニッションコイルの組み立て時、エンジンへの挿入時に、スプリングが圧
縮されることにより高圧タワー内部の雑音防止抵抗器に大きな圧縮荷重が加わる。そのと
き、キャップ端子の歪み等により雑音防止抵抗器がイグニッションコイルの軸方向に沿っ
て直線状に配置されていなかった場合には、雑音防止抵抗器が破損したり、キャップ端子
と抵抗素子との接合強度よりも大きな荷重が加わることにより導通が不安定になるという
問題がある。
【００１２】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、内燃
機関等のイグニッションコイル内部において確実な導通を実現し、様々な実装構造への対
応を可能にする雑音防止抵抗器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するため、本発明は、柱状の抵抗体の両端に一対のキャップ端子を装
着してなる雑音防止抵抗器であって、前記一対のキャップ端子の少なくとも一方のキャッ
プ端子は、両端に開口部を持つ筒型の形状を有することを特徴とする。
【００１４】
　例えば、前記一対のキャップ端子の一方を前記筒型のキャップ端子とし、他方を底面部
と側面部と開口部とを持つ有底筒状の形状を有するキャップ端子としたことを特徴とする
。例えば前記筒型のキャップ端子は、側面の一部を周方向外側に突出させた拡張部と、該
拡張部と連続した平坦部とを有することを特徴とする。また、例えば前記筒型のキャップ
端子は、側面の軸方向ほぼ中心部から前記開口部に向かうにしたがって当該キャップ端子
の径が大きくなる拡張部を有することを特徴とする。さらに例えば、前記抵抗体の端部が
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前記キャップ端子の軸方向の長さ寸法のほぼ３分の１～３分の２の範囲に挿入されている
ことを特徴とする。例えば、前記抵抗体は、繊維状の絶縁物を束ねて成形した芯材の外周
に抵抗線を巻回して形成された巻線抵抗体であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、雑音防止抵抗器のキャップ端子径の精度を向上させることで、搭載時
に抵抗器にかかる負荷を軽減して破損を防止し、同時にキャップ端子と高圧出力端子、お
よびスプリングとの導通不良を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態例に係る雑音防止抵抗器であり、図１（ａ）は一部を透視し
た外観斜視図、図１（ｂ）は抵抗器の断面図、図１（ｃ）はキャップ端子と抵抗素子端部
との接続詳細図である。
【図２】キャップ端子の側面部をかしめた雑音防止抵抗器を示す図である。
【図３】キャップ端子の開口部と抵抗素子の端面とを同一平面とした雑音防止抵抗器を示
す図である。
【図４】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器におけるキャップ端子の形状例を示す図で
ある。
【図５】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器においてキャップ端子に拡張部を設けた例
を示す図である。
【図６】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のエンジン点火装置における実装構造の例
を示す図である。
【図７】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のエンジン点火装置における実装構造の他
の例を示す図である。
【図８】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のエンジン点火装置における点火プラグ側
の実装構造を示す図である。
【図９】本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器の製造工程を時系列で示すフローチャート
である。
【図１０】変形例に係る雑音防止抵抗器の外観斜視図と断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る実施の形態例について詳細に説明する。図１（
ａ）は、本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器（以下、単に抵抗器ともいう。）の一部を
透視して示す外観斜視図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）のＸ－Ｘ´矢視線に沿って抵
抗器を切断した断面図である。
【００１８】
　本実施の形態例に係る抵抗器１０は、繊維状の絶縁物、例えばガラス等の絶縁物からな
る繊維を束ねてなる棒状（円柱状）の芯材５の外周に抵抗線７を巻き付けた抵抗素子（抵
抗体ともいう。）２と、抵抗素子２の両端部それぞれに取り付けられ、抵抗線７の端部と
電気的に接続されたキャップ端子３ａ，３ｂとを備える。
【００１９】
　抵抗器１０は、例えば、エンジン点火装置に搭載され、エンジン点火時に発生するイグ
ニッションノイズ等の放射ノイズを効果的に抑制するノイズフィルタとして機能する雑音
防止抵抗器である。そのため、例えば、芯材にＮｉ－Ｃｒ等の抵抗線を巻き付けた巻線抵
抗素子、酸化スズ、酸化アンチモン等の粉末を円柱状に成形したセラミック抵抗素子、あ
るいは無電解Ｎｉ等の金属めっき皮膜にトリミングを施した金属皮膜抵抗素子等にキャッ
プ端子を装着した抵抗器を使用できる。
【００２０】
　芯材５の外周に巻回する抵抗線７は、例えば、ニッケル・鉄（Ｎｉ－Ｆｅ）線、ニッケ
ル（Ｎｉ）線、クロム（Ｃｒ）線等の金属線を、抵抗器の抵抗値に応じて選択する。ここ
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では、線径が数十μｍ程度（例えば、５０～６０μｍ）の抵抗線７を狭ピッチで芯材５に
巻き付ける。なお、抵抗線７として金属線をそのまま使用してもよいし、金属線表面に樹
脂被覆を形成した被覆導線を用いてもよい。
【００２１】
　芯材５には、例えばガラス、フェライト、樹脂、アルミナ等の絶縁物からなる繊維を多
数本束ねてなる芯材を使用する。コスト、高耐熱性の観点からはガラス繊維束が適してい
る。ガラス繊維束はガラス繊維を複数本合わせた束であり、一本の繊維径が数μｍ～数十
μｍである。そのため、切断前の長尺状態で搬送すると、芯材の形状を維持できずに湾曲
することから、例えば、ガラス繊維にエポキシ樹脂、シリコーン樹脂等を含浸させて加温
硬化し、形状を維持する。
【００２２】
　抵抗器がエンジン点火装置に搭載されたとき、キャップ端子は、イグニッションコイル
本体部と電気的に接続するので、少なくとも円筒型を有することが必要となる。そこで、
本実施の形態例に係る抵抗器１０のキャップ端子３ａ，３ｂは、図１（ｃ）に示すように
抵抗素子２の端部に装着するための開口部４ｃと、イグニッションコイル本体部から引出
された端部とキャップ端子内での接続を確保する開口部４ａ，４ｂとを有する円筒型に形
成されている。
【００２３】
　キャップ端子３ａ，３ｂは、例えば、鉄、ステンレス等の導電性を有する金属からなり
、その表面に銅、ニッケル等のめっきが施され、筒型をしている。後述するイグニッショ
ンコイル本体部等への接続安定性や、加工の容易性から、望ましくは円筒型であるが、断
面形状が角型でも良い。キャップ端子３ａ，３ｂは、このような金属製の長尺パイプを所
定の長さに切断して製造し、あるいは、かかる金属製の板材を所定長に切断、曲げ加工し
て製造する。
【００２４】
　本実施の形態例に係る抵抗器１０は、キャップ端子３ａ，３ｂと抵抗素子２との接続部
分において一定の深さ寸法（接触面積）を設けることで、相互の接続を確実にしている。
具体的には、図１（ｂ）に示すように、キャップ端子３ａ，３ｂの軸方向の長さＡが、キ
ャップ端子３ａ，３ｂが抵抗素子２に装着される部分の寸法Ｂと同一か、あるいは寸法Ｂ
よりも長く（Ａ≧Ｂ）なるように形成する。
【００２５】
　キャップ端子３ａ，３ｂを上記の寸法とすることで、従来の雑音防止抵抗器よりも軸方
向の長さ寸法（Ａ）を長く確保でき、キャップ端子の側面部と外部接続端子等とにおいて
安定した導通を確保できる。また、キャップ端子３ａ，３ｂは、底面部を有さない円筒型
としたことから、図２に示すように、キャップ端子の側面部をかしめて抵抗素子に固定す
る場合、キャップ端子において変形しない領域（未かしめ領域）を広く確保することがで
きる。
【００２６】
　すなわち、図２に示す雑音防止抵抗器２０では、上記のかしめにより、キャップ端子３
ａ，３ｂと抵抗線７との導通を確保して、キャップ端子の抜けを防止できることに加えて
、キャップ端子において外部接続端子等との導通を図る部分（例えば、未かしめ領域Ｓ１
，Ｓ２）に、かしめによる変形（歪み）が生じにくくなる。
【００２７】
　その結果、図２に示す抵抗器２０は、キャップ端子３ａ，３ｂの側面部にかしめ痕６を
有していても、かしめにかからない領域Ｓ１，Ｓ２を広く確保することで、かしめによる
歪みが生じにくくなるので、キャップ端子の外径寸法（Ｄ）のばらつきを低減できる。そ
のため、キャップ端子を高圧タワー部の内壁（突起部）に密着させることができる。
【００２８】
　なお、イグニッションコイル本体部への抵抗器の実装構造によっては、キャップ端子の
軸方向全長に渡って抵抗素子と接触した構造であってもよい。例えば、図３に示す雑音防
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止抵抗器３０のように、図１（ｂ）に示す抵抗器においてＡ＝Ｂとして、キャップ端子３
ｃ，３ｄの開口部４ｃ，４ｄと抵抗素子２の端面とが同一平面となるようにしてもよい。
【００２９】
　一方、キャップ端子の側面部の軸方向の長さ寸法に個体差（寸法公差）が存在する等の
観点からは、キャップ端子の側面部と外部接続端子との接触面積を十分に確保するため、
Ａ＞Ｂとすることが望ましい。特に、イグニッションコイルの構造によってキャップ端子
内壁での接続が可能になるため、抵抗素子へのキャップ端子の装着範囲（Ｂ）は、例えば
、キャップ端子の長さ寸法（Ａ）の３分の１から３分の２程度、あるいは５０～６０％程
度であることが望ましい。
【００３０】
　次に、本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のキャップ端子の形状について説明する。
図４は、全体が円筒状で断面がＨ型形状のキャップ端子の例である。図４（ａ）に示すキ
ャップ端子２３ａは、円筒状のキャップ端子の内壁側であって、その軸方向のほぼ中央部
に、円筒中空部を遮る隔壁２５が設けられている。また、図４（ｂ）に示すキャップ端子
３３ａは、キャップ端子の内壁側の軸方向のほぼ中央部において、その周方向に突起部３
５を設けた例である。
【００３１】
　図４（ａ）のキャップ端子２３ａは、開口部２４ｃに抵抗素子２の端部を挿入してキャ
ップ端子を装着する際に隔壁２５がストッパーとなり、キャップ端子の挿入深さがばらつ
くのを防止できる。これにより、図１（ｂ）に示すキャップ端子の軸方向長さＡと、キャ
ップ端子の抵抗素子への装着部分の寸法Ｂを確実に規定できる。
【００３２】
　同様に、図４（ｂ）のキャップ端子３３ａによっても、突起部３５がストッパーとなっ
て、キャップ端子の抵抗素子への挿入の深さにばらつきが生じるのを防止できる。
【００３３】
　図５は、キャップ端子に拡張部を設けた例を示している。ここで拡張部とは、キャップ
端子の一部が円周方向に突出した部分である。図５（ａ）のキャップ端子４３ａは、その
キャップ端子の側面のうち開口部４４ｃ側の側面の一部が、開口部４４ｃに向けてほぼ直
線状に、徐々に外側へ延びるように拡張した形状の拡張部５５ａを有する。拡張部５５ａ
の先端部は連続した平坦部となっている。
【００３４】
　図５（ｂ）のキャップ端子４３ｂは、そのキャップ端子の側面の軸方向ほぼ中央部が円
周方向の外側に突出した拡張部５５ｂを有する。キャップ端子４３ｂの拡張部５５ｂの周
方向頂部５７は、抵抗素子２の端部４２と軸方向において同一の位置にある。
【００３５】
　図５（ｃ）のキャップ端子４３ｃは、その側面が軸方向のほぼ中央部より開口部５４ｃ
に向かって周方向外向きに湾曲した形状の拡張部５５ｃを有する。また、キャップ端子４
３ｃの開口部５４ａに向かう側面も、拡張部５５ｃと同様に周方向外向きに湾曲した形状
を有する。よって、キャップ端子４３ｃでは、側面が円周方向において最も絞り込まれた
位置（内径が最小となる位置）と、抵抗素子２の軸方向の端部５２とが同一の位置となる
。なお、拡張部５５ｃの先端部は連続した平坦部となっている。
【００３６】
　図５（ｄ）に示すキャップ端子４３ｄは、図５（ａ）のキャップ端子４３ａの開口部４
４ｃ側の側面において、その開口部４４ｃに向けてほぼ直線状に外側へ徐々に延びる部位
の軸中心の肉厚を厚くした拡張部５５ｄを有する。拡張部５５ｄの先端部は連続した平坦
部となっている。
【００３７】
　図５（ａ）～（ｄ）に示すキャップ端子に設けた拡張部５５ａ～５５ｄは、エンジン点
火装置の高圧タワー部内へ抵抗器を圧入装着したとき、昇圧コイル等を収容する絶縁ケー
スに充填された樹脂が高圧タワー部内に流入するのを阻止する機能、高圧出力端子と点火
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プラグとを電気的に接続するスプリングのストッパとしての機能、高圧タワー部内への圧
入装着時における抵抗器の位置決め機能等を有する。
【００３８】
　拡張部５５ａ～５５ｄの径は、キャップ端子において最大の径となるが、例えば、高圧
タワー部の内壁と同等あるいは僅かに超える程度であればよい。なお、拡張部５５ａ～５
５ｄの径のみならず、キャップ端子におけるそれらの位置および高さは、雑音防止抵抗器
を搭載する高圧タワー部の構造によって任意に変更可能である。さらに、キャップ端子の
側面部の長さ寸法も、高圧タワー部の構造によって任意に変更できる。
【００３９】
　次に、本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のエンジン点火装置における実装構造につ
いて簡単に説明する。図６は、イグニッションコイル本体部と雑音防止抵抗器を接続する
高圧出力端子等の取付具がない場合の実装構造を簡略化して示している。図６（ａ）は、
図１に示す形状のキャップ端子を有する抵抗器を使用した際の実装構造であり、図６（ｂ
）は、図４（ａ）に示す形状のキャップ端子を有する抵抗器を使用した実装構造である。
【００４０】
　上記のように、図５に示す拡張部５５ａ～５５ｄを有するキャップ端子を用いた抵抗器
の場合、コイル本体部のケース内および高圧タワー部内に充填される樹脂樹脂の漏れを防
止できるが、図６に示す抵抗器の実装構造では、抵抗器１０，４０の周囲には充填される
樹脂が入り込む。その際、高圧タワー内に配置した抵抗器と、コイル本体部に電気的に接
続した外部接続端子６１との導通は、キャップ端子３ａ，２３ａの内壁に外部接続端子６
１を接触させることにより確保できる。
【００４１】
　一方、イグニッションコイル本体部と雑音防止抵抗器を接続する高圧出力端子等の取付
具がある場合、図７（ａ）に示すように、キャップ端子３ａの端部（開口部４ａの縁部６
４）を高圧出力端子６３に接触させる。あるいは、図７（ｂ）に示すように、キャップ端
子３ａの側面部６６を、例えば、保持クリップや導電性キャップ等の取付具６５に接触さ
せることにより導通を確保できる。
【００４２】
　図８は、本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器のエンジン点火装置における点火プラグ
側の実装構造（一部断面）を示している。雑音防止抵抗器のコイル本体部と反対側は、点
火プラグと電気的に接続される。例えば、図８（ａ）に示す例では、キャップ端子３ａの
側面とスプリング７１とが当接して点火プラグとの接続が確保される。また、図８（ｂ）
に示す例では、キャップ端子３ａの側面に当接した導電性キャップ７５により点火プラグ
との接続が確保される。
【００４３】
　なお、図８（ａ），（ｂ）において、キャップ端子３ａの端部（縁部）をスプリング７
１、導電性キャップ７５等に接触させることによっても、点火プラグとの接続を確保でき
る。また、上記以外に、例えば図８（ｃ）に示す例では、キャップ端子３ａの内壁６７に
スプリング７３の上部を接触させることにより導通を確保している。
【００４４】
　本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器では、キャップ端子を円筒状としたことから、そ
の外形寸法にばらつきや歪みが少ないため、図６～図８に示す実装構造からも分かるよう
に、外部部材との電気的、機械的な接触性の確保等の点において、従来構造の抵抗器より
も信頼性が向上する。また、上記の実装構造は、イグニッションコイルの設計に応じて任
意に組み合わせることができる。
【００４５】
　次に、本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器の製造方法について説明する。図９は、本
実施の形態例に係る雑音防止抵抗器の製造工程を時系列で示すフローチャートである。図
９のステップＳ１１では、抵抗器の芯材を成形する。ここでは、例えば、繊維径が数μｍ
程度のガラス繊維を束ねてエポキシ樹脂またはシリコーン樹脂を含浸させ、長尺の棒状に
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成形して芯材を成形する。ステップＳ１３では、芯材の外周表面に、例えばニッケル・鉄
（Ｎｉ－Ｆｅ）線、ニッケル（Ｎｉ）線、クロム（Ｃｒ）線、ニッケル・クロム（Ｎｉ－
Ｃｒ）線等の抵抗線を所定のピッチで連続的に巻き付ける。なお、抵抗器の抵抗値は、線
材の種類や巻き付けピッチにより調整する。
【００４６】
　ステップＳ１５において、抵抗線を巻き付けて乾燥・硬化させた芯材の外周表面に、例
えばエポキシ樹脂またはシリコン樹脂を塗布コーティングする。樹脂によるコーティング
は、抵抗線を固定することを目的とするため、形成する樹脂コートは、抵抗線が隠れる程
度の厚みでよい。その後、コーティングされた樹脂コートを硬化させる。
【００４７】
　ステップＳ１７では、上記のように抵抗線が巻回され、樹脂でコーティングされた長尺
の芯材を抵抗線ごとカッター等により所定寸法に切断する。これにより、巻線抵抗素子（
抵抗体）の個片を作製する。
【００４８】
　ステップＳ１９では、巻線抵抗素子の両端にキャップ端子を装着する。例えば、キャッ
プ端子の開口部より巻線抵抗素子の端部を軸方向に機械的に押し込み、仮固定した後、キ
ャップ端子の側面部のうち抵抗素子の端部と重なる部位を、その外周面から押圧して変形
する（かしめる）ことで、抵抗線とキャップ端子を電気的に導通させる。
【００４９】
　このとき、キャップ端子の長さ寸法のほぼ３分の１～３分の２程度まで、巻線抵抗素子
を押し込む。抵抗線は、ガラス繊維を個片に切断するときに同時に切断され、その終端を
キャップ端子内に収容して、かしめることにより固定する。なお、キャップ端子を巻線抵
抗素子の両端に圧入して装着（嵌着）してもよい。
【００５０】
　ステップＳ２１では、上記の工程で作製された巻線抵抗器を、例えばウレタン樹脂、エ
ポキシ樹脂等を満たした槽に浸漬し、乾燥・硬化させることで、少なくとも抵抗線とキャ
ップ端子の開口部を覆う保護膜を形成する。なお、保護膜の形成方法としては、刷毛等に
よる塗布、または吹付けてもよい。また、保護膜は必要に応じて形成してもよい。そして
、ステップＳ２３において、上記の工程を経て作製された抵抗器の外観画像検査、抵抗値
検測等の検査を行なう。
【００５１】
　なお、上記のステップＳ１５等における樹脂等の硬化方法は、室温による硬化、加熱硬
化（例えば１００～２００℃）、あるいは紫外線照射による硬化のいずれでもよい。また
、乾燥時間を短縮する観点から、抵抗器の外表面全体に形成する保護膜の樹脂として速乾
性のウレタン樹脂に限定して使用してもよい。
【００５２】
　以上説明したように本実施の形態例に係る雑音防止抵抗器は、ほぼ円柱状の抵抗体の両
端部に、両端が開口した円筒型の形状を有するキャップ端子を装着した構成を有する。キ
ャップ端子を円筒型としたことで、キャップ端子の軸方向の長さ寸法も長く確保でき、そ
の側面部と外部接続端子等とにおいて安定した導通を確保できる。また、キャップ端子の
開口部から外部接続端子を突入させ、キャップ端子の内壁に外部接続端子の先端部等を接
触させて導通を図る等、様々な実装構造への対応が可能となる。
【００５３】
　キャップ端子を円筒型としたことから、キャップ端子の側面部をかしめて抵抗素子に固
定する場合、かしめにかからない領域を広く確保することができるので、その領域におい
て、かしめによる変形（歪み）が生じにくくなり、キャップ端子の外径寸法のばらつきを
低減できる。
【００５４】
　さらには、抵抗体の両端に一対の円筒型のキャップ端子を装着する構造とした場合、イ
グニッションコイル本体部側と点火プラグ側を意識せずに、いずれの向きにも抵抗器を実
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【００５５】
　また、キャップ端子に拡張部を設けることで、イグニッションコイルの組み立て時、エ
ンジンへの挿入時等において、スプリングが圧縮されることにより高圧タワー内部の雑音
防止抵抗器に大きな圧縮荷重が加わっても、圧縮荷重のほとんどが拡張部にかかることと
なる。そのため、圧入装着時等において拡張部が緩衝材として機能して、圧入装着時等に
発生する抵抗素子への負荷、衝撃力が従来よりも低減され、抵抗素子の破損や導通不良が
生じにくくなる。
【００５６】
　さらに、拡張部があることによって、高圧タワー部の筒部内径に生じる個体差が相殺さ
れ、接続不良等を回避できる。また、拡張部に連続した平坦部を備えることにより、圧縮
荷重に対してより強くなる。
【００５７】
　本願発明は上述した実施の形態例に限定されず、種々の変形が可能である。上述した実
施の形態例において雑音防止抵抗器１０の両端それぞれに円筒型のキャップ端子を装着し
たが、これに限定されない。例えば、図１０（ａ）は変形例に係る雑音防止抵抗器９０の
外観斜視図である。図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＹ－Ｙ´矢視線に沿って抵抗器９０
を切断した断面図である。
【００５８】
　図１０に示す抵抗器９０では、一方端にのみ円筒型のキャップ端子９１を装着し、他方
端には底面部を有する（有底型）のキャップ端子９３が装着されている。これにより、実
装構造に合わせて簡略化した抵抗器を提供できる。
【００５９】
　また、図１に示す雑音防止抵抗器では、抵抗素子２の両端に装着したキャップ端子３ａ
，３ｂの双方において、軸方向の長さＡと、キャップ端子３ａ，３ｂが抵抗素子２に装着
される部分の寸法ＢとがＡ≧Ｂなるように形成したが、これに限定されない。例えば、キ
ャップ端子３ａ，３ｂそれぞれにおいて、軸方向長さＡと抵抗素子装着部分の寸法Ｂとが
異なる構成としてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
２　抵抗素子（抵抗体）
３ａ～３ｄ，２３ａ，３３ａ，４３ｃ，９３　キャップ端子
４ａ～４ｄ，２４ａ，４４ｃ，５４ａ　開口部
５　芯材
６　かしめ痕
７　抵抗線
１０，２０，３０，４０，９０　雑音防止抵抗器
２５　隔壁
３５　突起部
５５ａ～５５ｄ　拡張部
５７　周方向頂部
６１　外部接続端子
６３　高圧出力端子
６５　取付具
７１，７３　スプリング
７５　導電性キャップ
Ｓ１，Ｓ２　未かしめ領域
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